
宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

①生活保護

　

　　　　
　　　　
　　　　

  　　

 

　　【平成１１年度法外保護費】 　　【平成１１年度法外保護費】

○夏期見舞金 ○夏期見舞金 法外保護費については、制度の基本的な在り方の見直しを含め、
世帯扶助  12,500円   扶養扶助  4,100円   児童扶助  2,500円 世帯扶助  11,400円   扶養扶助  3,500円 合併までに調整する。

○冬期見舞金 ○冬期見舞金
世帯扶助  19,100円   扶養扶助  5,700円   児童扶助  3,000円 世帯扶助  15,700円   扶養扶助  4,000円

○し尿処理料 390円×10月×人数 ○し尿処理料 263円×12月×人数

○塵芥処理料 40円×6枚×12月×世帯数 ○塵芥処理料 70円×5枚×12月×世帯数

○水道基本料 220円×水道世帯数

○自動車免許取得費 自動車学校の入学金と運転教習基本料金

［　様　式　２　］

調    整    内    容

協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

（生活保護事業）
　
　生活保護事業については、国・県の福祉制度に基づき、新市において実施する。
　法外保護費については、制度の基本的な在り方の見直しを含め、合併までに調整する。

　【業務概要】
　　　・生活保護法に基づく保護の決定・実施（ケースワーク）
　　　・生活保護費等の金品支給及び支給台帳、支給明細書の作成
　　　・生活保護の医療事務、経理、統計事務
　　　・行旅病人、行旅死亡人の取扱い

　【業務概要】（北筑前福祉事務所）
　　　・生活保護法に基づく保護の決定・実施（ケースワーク）
　　　・生活保護費等の支給台帳、支給明細書の作成
　　　・生活保護の医療事務、経理、統計事務
　　　・行旅病人、行旅死亡人の取扱い
　　　・相談、受付、進達、保護費（町単独含む）の支払い

　【実施体制】
　　　・査察指導員　　　　　　１人
　　　・ケースワーカー　　　　５人
　　　・医療担当　　　　　　　１人
　　　・経理・統計担当　　　　１人

　【実施体制】（北筑前福祉事務所）
　　　・査察指導員　　　　　　0.2人
　　　・ケースワーカー　　　　1.6人
　　　・医療担当　　　　　　　0.2人
　　　・経理・統計担当　　　 0.05人
　　　・玄海町職員　　　　　　0.5人

　生活保護事業については、国・県の福祉制度に基づき、新市において
　実施する。（現在、玄海町における生活保護法に基づくほとんどの業務
　は、県福祉事務所が行っており、合併時にその業務は新市に移管され
　るため、事前に事務引継ぎをする。）



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況

①生活保護

○就職支度金 1件  100,000円

○排水設備改造費 1件  280,000円

○行旅病人一時保護費 1人        500円 ○行旅病人一時保護費 1人        500円

○入学準備金 1人    86,500円（公立高校） ○入学準備金 1人    70,000円（公立高校）
   （教育委員会） 1人  167,500円（私立高校） （教育委員会） 1人  149,000円（私立高校）

1人    46,000円（小・中学校） 1人    40,000円（専門学校）
1人    40,000円（小中学校）

○奨学金 1人    16,000円×12月（公立高校） ○進学奨励金 1人    11,000円（公立高校）
（教育委員会） 1人    39,000円×12月（私立高校） （教育委員会） 1人    24,500円（私立高校）

1人      5,000円（専門学校）

○その他 修学旅行、夏・冬服代等 ○教育助成金 1人    16,000円（小中学校）
（教育委員会） （教育委員会） その他、修学旅行、体操服助成

調　整　の　具　体　的　内　容

調    整    内    容

［　様　式　２　］
協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況
②高齢者福祉

【介護予防・生活支援事業】 【介護予防・生活支援事業】
○配食サービス ○配食サービス
　調理を行うことが困難な世帯に栄養バランスのとれた食事をお届けする 夕食のみ　 週３回限度（１食当たり４００円）
　サービス。週3日6食が限度。昼食、夕食が選べる。（1食あたり400円）

○寝具洗濯乾燥消毒サービス ○寝具洗濯乾燥消毒サービス
　寝具の衛生管理が困難な世帯に、寝具①和式（掛布団、敷布団、毛布） 年２回実施 ６３０円～８４０円
　②洋式（マットレス、ベッドパッド、掛布団、毛布）の洗濯乾燥消毒を行い、
　高齢者の生活の支援を行うサービス。（和式630円、洋式756円）

○軽度生活援助事業 ○軽度生活援助事業
　軽易な日常生活上の援助、家事援助サービスを行うことにより、自立した １時間　８０円
　生活の継続を可能にするサービス。（週4時間まで1時間あたり80円）

○高齢者住宅改造費助成事業
　在宅で介護が必要な高齢者等の世帯に対し、高齢者の居住に適するよう
　住宅を改造する場合、介護保険の枠20万円を含む50万円までその費用
　の一部を助成するサービス。（生計中心者の所得税額が287,500円以下
　の世帯に助成）

○生きがい活動支援通所事業 ○生きがい活動支援通所事業
　比較的元気な60歳以上の高齢者等で、家に閉じこもりがちな者を対象に １回　７６０円
　週1回、宗像市デイサービスセンターにて、生きがい活動等のサービスを
　提供するサービス。（1回600円）

○ショートステイ ○生活管理指導短期宿泊事業
　一時的に自宅での生活が困難になった高齢者が、短期間養護老人ホー 一時的に特別養護老人ホームに宿泊させ、生活習慣の指導を
　ムに入所し、生活習慣等の指導を受けるサービス。（1日1,730円） 行うとともに体調調整を図る。 １日　１７３０円

○生活管理指導員派遣事業
生活管理指導員を派遣し、日常生活の指導、支援を行い要介護
状態への進行を予防する。 １時間　１６０円

【家族介護支援事業】 【家族介護支援事業】
○ねたきり老人等家庭介護手当 ○ねたきり老人等介護手当
　重度（要介護度4、5）の高齢者を3ヶ月以上在宅で介護している市民税 ねたきり等の老齢者を３ヶ月以上居宅で介護している者に
　非課税低所得者世帯に、月2万円の介護手当を支給するサービス。 月額１５０００円支給。

［　様　式　２　］協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

調　整　の　具　体　的　内　容

調    整    内    容

　
（高齢者福祉）

　介護保険外の高齢者福祉サービス事業については、国・県の福祉事業の対象となる範囲内で新市において実施する。ただし、それぞれの市町で
　実施している現行の単独事業については、この限りではない。
　利用者負担については、介護保険事業等との均衡を図りながら、新市において設定する。

　配食サービスの内容については、国・県の福祉事業の対象となる
　範囲内で、宗像市の例により調整する。

　寝具洗濯乾燥消毒サービスの内容については、国・県の福祉事
　業の対象となる範囲内で、新市において引き続き実施する。

　軽度生活援助事業の内容については、国・県の福祉事業の対象
　となる範囲内で、宗像市の例により調整する。

　高齢者住宅改造費助成事業の内容については、宗像市のみの
　事業であるが、新市において引き続き実施する。

　生きがい活動支援通所事業の内容については、国・県の福祉事
　業の対象となる範囲内で、宗像市の例により調整する。

　ショートステイの内容については、国・県の福祉事業の対象となる
　範囲内で、宗像市の例により調整する。

　生活管理指導員派遣事業の内容については、国・県の福祉事業
　の対象となる範囲内で、玄海町の例により引き続き実施する。

　ねたきり老人等家庭介護手当については、家庭介護慰労事業
　とし、新市において引き続き実施する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容
②高齢者福祉

○介護用品給付サービス事業 ○介護用品給付事業
　在宅において、おおむね65歳以上のねたきりの高齢者や痴呆性高齢者 月額５０００円
　で紙おむつが必要な方に、1月につき10,000円を上限として紙おむつの
　現物給付を行うサービス。

【その他のサービス】 【その他のサービス】
○老人日常生活用具給付等事業 ○老人日常生活用具給付等事業
　在宅のおおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者に対し、火災報知器、 老人福祉電話貸与
　自動消火器、電磁調理器、老人用福祉電話を給付又は、貸与するサー 火災警報器
　ビス。（生計中心者の所得税が140,000円以内、所得税に応じて7段階の 自動消火器
　利用者負担あり。）

○緊急通報装置給付等事業 ○緊急通報装置貸与事業
　緊急事態に陥る可能性が高く、定期的に安否の確認が必要なおおむね 一人暮らしの高齢者で非課税世帯
　65歳以上の一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、18歳以上の1人
　暮らしの身体障害者世帯に対し、緊急通報装置を給付または貸与し、
　緊急時における連絡手段の確保を行うサービス。（生計中心者の所得税
　が140,000円以内、所得に応じて7段階の利用者負担あり。）

○在宅介護支援センター事業 ○在宅介護支援センター事業
　在宅介護支援センターの数は中学校区に１ヶ所（本市の場合５ヶ所）の １ヶ所
　目標量を国は示している。本市では、平成11年度現在、市内3ヶ所に開
　設している。また、平成13年度には１ヶ所設置予定で、併せて４ヶ所とな
　る。在宅介護支援センターは、老人保健施設等に併設され、２４時間対
　応の総合的な相談体制をとっている。

○リフレッシュ事業
　市内に居住する60歳以上の方に宗像市デイサービスセンターの浴室、
　リフレッシュルームを開放し、高齢者に対し入浴、歓談教養の場を提供
　するサービス。（入浴料200円、カラオケ1時間あたり700円）

○老人渡船料金助成事業
町内に居住の７０歳以上の者を対象に、玄海町渡船の定期渡船料金を
助成

協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い ［　様　式　２　］

調    整    内    容

　介護用品給付サービス事業の内容については、宗像市の例に
　より調整する。

　老人日常生活用具給付等事業の内容については、国・県の福祉
　事業の対象となる範囲内で、宗像市の例により調整する。

　緊急通報装置給付等事業の内容については、国・県の福祉事業
　の対象となる範囲内で、宗像市の例により調整する。

　在宅介護支援センター事業の内容については、国・県の福祉事業
　の対象となる範囲内で、宗像市の例により調整する。

　リフレッシュ事業については、宗像市の単独事業であるが、新市に
　おいて引き続き実施する。

　老人渡船料金助成事業については、玄海町の単独事業であるが、
　新市において引き続き実施する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

②高齢者福祉

○敬老祝い金（祝金額改定前）の状況 ○敬老祝い金の状況
対象者 　　祝金額 　贈呈者数 贈呈総額 対象者 　　祝金額 　贈呈者数 贈呈総額 敬老祝金については、宗像市の例により調整する

平成5年度 75歳以上 　　5,000円 3,429人 17,145,000円 平成5年度 70歳以上 　　5,000円 1,258人 6,290,000円 ただし、100歳以上分については99歳以上とする。
平成6年度 75歳以上 　　5,000円 3,569 17,845,000 平成6年度 70歳以上 　　5,000円 1,310 6,550,000
平成7年度 75歳以上 　　5,000円 3,792 18,960,000 平成7年度 70歳以上 　　5,000円 1,373 6,865,000
平成8年度 75歳以上 　　5,000円 4,084 20,420,000 平成8年度 70歳以上 　　5,000円 1,433 7,165,000

平成9年度 70歳以上 　　5,000円 1,486 7,430,000
○敬老祝金（平成10年度以降、祝金額改定後）の状況 平成10年度 70歳以上 　　5,000円 1,520 7,600,000

77歳 88歳 100歳以上合計人数 贈呈総額 平成11年度 70歳以上 　　5,000円 1,592 7,960,000
祝金額（円） 10,000 20,000 50,000
平成9年度 447人 128人 7人 582人 7,380,000円
平成10年度 435人 150人 10人 595人 7,850,000円
平成11年度 483人 162人 10人 655人 8,570,000円

○敬老会補助金 ○敬老会補助金
70歳以上人口 1人当たり補助金 補助金額　　 70歳以上人口 1人当たり補助金 補助金額　　

平成5年度 5,801人 1,000円 5,801,000円 平成5年度 1,275人 1,500円 1,912,000円 敬老会補助金については、２市町において差異がないため、
平成6年度 6,157 1,000円 6,157,000 平成6年度 1,310 1,500円 1,965,000 引き続き実施する。
平成7年度 6,606 1,000円 6,606,000 平成7年度 1,373 1,500円 2,059,500
平成8年度 7,093 1,000円 7,093,000 平成8年度 1,432 1,500円 2,148,000
平成9年度 7,910 1,500円 11,865,000 平成9年度 1,477 1,500円 2,215,500
平成10年度 8,434 1,500円 12,651,000 平成10年度 1,524 1,500円 2,286,000
平成11年度 8,927 1,500円 13,390,500 平成11年度 1,592 1,500円 2,388,000

○敬老記念品（77歳、89歳以上）
対象者 補助金額　　 敬老記念品については、廃止する。

平成5年度 152人 579,272円
平成6年度 161 625,313
平成7年度 168 636,800
平成8年度 180 697,104
平成9年度 190 745,710
平成10年度 225 707,700
平成11年度 246 748,000

［　様　式　２　］協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

調    整    内    容

高齢者の長寿を祝福し敬老の意を表わすため、敬老祝い金を贈呈している。祝い
金は、75歳以上の人に一律5,000円贈呈していたが増加する高齢者に対する福祉
政策の充実を図るため、平成9年度に本制度の大幅な見直しを行い、77歳の人に
1万円、88歳の人に2万円、100歳以上の人に5万円を贈呈するようにした。これ
により、配食サービスの実施、デイサービス事業の拡充、在宅介護支援センター
の増設などを行った。また、老人福祉の向上に寄与することを目的とし、行政区
に対しても敬老会補助金を交付している。補助金は、行政区に対して区内の70
歳以上人口に1人当たり1,500円を乗じた額を交付。（ただし、祝金、補助金と
もに宗像市内に3ヵ月以上居住し、当年度8月1日現在の生存者であること）

平成１１年度まで敬老年金として７０歳以上の者に一律５０００円を支給して
いたが、平成１２年度より敬老祝金として、７０歳・５０００円、７７歳・１
００００円、８８歳・２００００円、９９歳以上・５００００円に変更敬老会
補助金として、行政区に対して１人１５００円の補助金を交付。また、敬老祝
品として、７７歳、８８歳以上の者に祝品を贈呈。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

③障害者福祉（在宅サービス）

【国・県補助事業】 【国・県補助事業】

○障害児通園事業

「のぞみ園」で実施｡市社会福祉協議会に運営委託。

平成11年度登録者は27人。

○知的障害者通所授産事業 ○知的障害者通所授産事業

「くすの木園」で実施｡平成11年度市内通所者､25人。 　「くすの木園」で実施｡平成11年度町内通所者､5人。

○グループホーム(地域生活支援事業）

社会福祉法人｢宗像会」が実施｡市内入居者2人。

○知的障害者小規模作業所

平成12年4月､メイトム宗像にオープン｡市内通所者8人。

○ショートステイ事業 ○ショートステイ事業

18歳以上の重度心身障害児・者を対象の場合．(県事業） 　18歳以上の重度心身障害児・者を対象の場合．(県事業）

平成11年度市内利用者6人。利用日数669日。 　平成11年度町内利用者3人。利用日数47日。

18歳以上の重度身体障害者を対象の場合。 　知的障害者(県事業）

平成11年度利用者11人､利用日数99日。 　平成11年度町内利用者１人。利用日数4日。

○日常生活用具(貸与）事業 ○日常生活用具(貸与）事業

平成11年度94件。 　平成11年度7件。

○ﾎｰﾑヘルプサービス事業 ○ﾎｰﾑヘルプサービス事業

重度の身体障害者､重度の知的障害者に加え、平成10年度 　平成１１年度から事業開始。

から、難病患者を対象にも実施開始。

○ガイドヘルプサービス事業

平成10年9月から、外出困難な障害者を対象に実施。

調    整    内    容

［　様　式　２　］
協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

（障害者福祉事業）

　障害者福祉事業については、国・県の福祉事業の対象となる範囲内で新市において実施する。ただし、それぞれの市町で
　実施している現行の単独事業については、この限りではない。

　障害児通園事業の内容については、宗像市の例により調整する。

　知的障害者通所授産事業の内容については、国・県の福祉事業の
　対象となる範囲内で、宗像市の例により新市において実施する。

　グループホームの内容については、国・県の福祉事業の対象となる
　範囲内で、宗像市の例により調整する。

　知的障害者小規模作業所の内容については、国・県の福祉事業の
　対象となる範囲内で、宗像市の例により調整する。

　ショートステイ事業の内容については、国・県の福祉事業の対象となる
　範囲内で、宗像市の例により調整する。

　日常生活用具(貸与）事業の内容については、国・県の福祉事業の対象
　となる範囲内で、新市において引続き実施する。

　ﾎｰﾑヘルプサービス事業の内容については、国・県の福祉事業の対象
　となる範囲内で、宗像市の例により調整する。

　ガイドヘルプサービス事業の内容については、国・県の福祉事業の対象
　となる範囲内で、宗像市の例により調整する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

③障害者福祉（在宅サービス）

○補装具の交付・修理事業 ○補装具の交付・修理事業

平成11年度交付196件、修理34件。 　平成11年度交付34件、修理4件。

○更生医療給付事業 ○更生医療給付事業

平成11年度、肢体不自由6件、心臓機能障害17件、 　平成11年度、肢体不自由1件、心臓機能障害1件、

じん臓機能障害(入院)44件、じん臓機能障害(入院外)81件。 　じん臓機能障害(入院)1件、じん臓機能障害(入院外)11件。

○自動車操作訓練・改造費助成事業 ○自動車操作訓練・改造費助成事業

平成11年度、操作訓練1人、改造費助成3人。 　平成11年度、操作訓練0人、改造費助成１人。

○心身障害者扶養共済事業 ○心身障害者扶養共済事業

平成11年度末、加入者、50人。 　平成11年度末、加入者、11人。

○更生訓練費支給事業 ○更生訓練費支給事業

平成11年度末、支給人数、３人。 　平成11年度末、支給人数、2人。

○特別障害者手当 ○特別障害者手当

平成11年度末、月額26、860円支給、受給者19人。 　平成11年度末、月額26、860円支給、受給者4人。

○障害児福祉手当 ○障害児福祉手当

平成11年度末、月額14、610円支給、受給者３４人。 　平成11年度末、月額14、610円支給、受給者1人。

○福祉手当 ○福祉手当

平成11年度末、月額14､610円支給，受給者16人。 　平成11年度末、月額14､610円支給，受給者3人。

○じん臓疾患患者福祉給付金交付事業(県事業） ○じん臓疾患患者福祉給付金交付事業(県事業）

平成11年度末､月額2､000円支給､市内受給者4人。   平成11年度末､月額2､000円支給､町内受給者0人。

○身体障害者健康審査事業

平成11年度受診者数は11人。

調    整    内    容

［　様　式　２　］
協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

　補装具の交付・修理事業の内容については、国・県の福祉事業の対象
　となる範囲内で、新市において引き続き実施する。

　更生医療給付事業の内容については、国・県の福祉事業の対象となる
　範囲内で、新市において引き続き実施する。

　自動車操作訓練・改造費助成事業の内容については、国・県の福祉事業
　の対象となる範囲内で、宗像市の例により新市において実施する。

　心身障害者扶養共済事業の内容については、国・県の福祉事業の対象と
　なる範囲内で、新市において引き続き実施する。

　更生訓練費支給事業の内容については、国・県の福祉事業の対象となる
　範囲内で、新市において引き続き実施する。

　特別障害者手当の内容については、国・県の福祉事業の対象となる範囲
　内で、宗像市の例により新市において実施する。

　障害児福祉手当の内容については、国・県の福祉事業の対象となる範囲
　内で、宗像市の例により新市において実施する。

　福祉手当の内容については、国・県の福祉事業の対象となる範囲内で、
　宗像市の例により新市において実施する。

　じん臓疾患患者福祉給付金交付事業の内容については、国・県の福祉
　事業の対象となる範囲内で、新市において引き続き実施する。

　身体障害者健康審査事業の内容については、国・県の福祉事業の対象
　となる範囲内で、宗像市の例により調整する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

③障害者福祉（在宅サービス）

○身体障害者デイサービス事業

身体障害者療護施設「むなかた苑」のデイサービスセンターで実施。

平成1１年度の1日の利用者は、平均7，9人

○住宅改造助成事業

重度の障害者世帯を対象。一住宅につき300，000円を限度額。

○障害者生活支援事業

平成１２年度１０月から実施予定｡運営は市社会福祉協議会に委託。

支援センターはメイトム宗像内に設置。

○訪問入浴サービス

実施にむけて検討中。

○障害者相談員 ○障害者相談員

県の障害者相談員活動費と同額を市が補助。 　身体障害者相談員1人｡

身体障害者相談員５人｡知的障害者相談員１人。 　知的障害者相談員（宗像郡で１人。11年度まで玄海町）

調    整    内    容

［　様　式　２　］
協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

　身体障害者デイサービス事業の内容については、新市においても宗像市の
　例により引き続き実施する。

　住宅改造助成事業の内容については、国・県の福祉事業の対象となる範囲
　内で、宗像市の例により調整する。

　障害者生活支援事業の内容については、国・県の福祉事業の対象となる
　範囲内で、宗像市の例により調整する。

　訪問入浴サービスの内容については、国・県の福祉事業の対象となる範囲
　内で、宗像市の例により調整する。

　障害者相談員の内容については、国・県の福祉事業の対象となる範囲内で、
　新市において調整する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

③障害者福祉（在宅サービス）

【市の単独事業】 【町の単独事業】

○宗像市重度心身障害者年金 ○玄海町重度心身障害者福祉年金

平成11年度末､月額2､000円支給，受給者61人。 　平成11年度末､月額3､000円支給，受給者6人。

○福祉タクシー ○福祉タクシー

年間３６枚利用券交付､利用者数､４５７人､利用枚数８､９３５枚。 　年間２４枚利用券交付､利用者数､38人､利用枚数491枚。

○知的障害者デイサービス事業

市の単独事業として知的障害者更生施設｢緑ヶ丘学園」で実施。

○総合公園温水プール使用料助成

重度の障害者､及びその家族にユリックス温水プール使用料一部助成。

助成額は一般310円～幼少150円。平成１１年度の利用人数は1，895人。

○「障害者の日」啓発事業

平成１１年度は、市人権講演会と共催で１２月に実施。

○障害児者通園事業

　チャレンジ学級

　平成11年度登録者は3人。

調    整    内    容

［　様　式　２　］
協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

　市・町の単独事業である重度心身障害者福祉年金については、現行の
　支給額に違いはあるが、受給者数を考慮し宗像市の例により調整する。

　福祉タクシーの内容については、現行の交付枚数に違いがあるため、
　宗像市の例により調整する。

　知的障害者デイサービス事業の内容については、宗像市のみの単独事業
　であるが、新市においても引き続き実施する。

　総合公園温水プール使用料助成の内容については、宗像市のみの単独
　事業であるが、新市においても引き続き実施する。

　「障害者の日」啓発事業の内容については、宗像市のみの単独事業である
　が、新市においても引き続き実施する。

　障害児者通園事業については、玄海町の単独事業であるが、現行の内容
　をベースに方法を検討し、新市において継続実施する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

④児童・母子福祉

◆保育の実施事業（認可保育所）

○ 保育の実施人員の推移（各社会福祉法人に委託）

赤間保育園（１２０） 120 138

恵愛保育園（120） 119 116

西海保育園（120） 120 138

日の里東保育園（９０） 120 119

日の里西保育園（１２０） 88 95

野ばら保育園（３０） 30 34

野ばら第二保育園（１２０） 90 103

　　　計（定員計720人） 689 人 687人 743人

○ 保育所徴収金　基準額表

別紙資料のとおり

○ 特別保育事業内容（全園一律）

1 障害児保育事業
2 地域活動事業
3 乳児保育事業
4 延長保育事業
5 開所時間延長促進事業

○ 認可外保育施設状況 ○ 認可外保育施設状況
名　　　　　　　　　称

　ひかり幼育園 60 光明保育園 町内入園者　２１名
　都愛幼稚園 90
　エンゼル 15
　キッズくらぶ　赤間店／日の里店 20／15
　チャイルドハウス 20
　ちびっこランド赤間園 20
　ちびっこランド東郷園 20
　みどり保育園 20

137

113

平成９年 平成10年 平成12年平成11年

138

120

120

120

調　整　の　具　体　的　内　容玄     海     町     の     現     況宗     像     市     の     現     況

［　様　式　２　］

調    整    内    容

協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

120

89

30

90

定　　　数

776人

127

94

34

133

（児童母子福祉）
　保育所については、両市町において合併までに必要な認可保育所の確保に努める。
　保育所保育料及び特別保育事業については、宗像市の例により調整する。
　学童保育事業については、宗像市の例により調整する。
　寡婦医療制度については、宗像市の例により調整する。
　家庭児童相談室相談員体制については、現行のまま新市に引き継ぐ。

保育所については、両市町において合併までに必要な認可
保育所の確保に努める。
保育所保育料及び特別保育事業については、宗像市の例に
より調整する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案
［　様　式　２　］

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

④児童・母子福祉

◆学童保育事業 ◆学童保育事業
学童保育事業については、宗像市の例により調整する。

○ 学童保育児童数 ○ 学童保育児童数
平成１２年度

小１～小３ その他 小１～小３ その他 小１～小３ その他 障害児 父母子

赤間 50 12 49 27 67 29 1 7 玄海小 15 1 2

自由ヶ丘 24 10 37 8 40 10 2 16 玄海東小 8 1 3

自由ヶ丘南 36 15 36 19 35 22 0 1 小計 23 2 5

赤間西 40 7 42 10 43 11 1 7 30

河東 35 10 33 13 41 20 1 9
河東西 37 6 43 8 44 12 0 4 ○ 学童保育保育料
東郷 30 18 42 13 42 20 1 11 ３，５００円
日の里東 30 4 36 7 34 10 0 6
日の里西 47 13 39 15 42 15 2 14 ○ 傷害保険料
南郷 21 10 21 11 24 12 0 5 １，８００円
吉武 - - 8 6 12 6 0 2

350 105 386 137 424 167 8 82
455 523 591

○ 学童保育保育料
基準　　　６，５００円 兄弟姉妹　　　５，５００円 父母子　　　3､５００円

◆乳幼児健康支援一時預り事業（宗像医師会に委託） ◆乳幼児健康支援一時預り事業（宗像医師会に委託）

平成１１年度 平成１１年度

延利用者数 ２３０ 延利用者数 １８
（人） （人）

協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

合　　計

調    整    内    容

合　　　計

平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度

その他 父母子小１～小３

小　　　計



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

④児童・母子福祉

◆母子寡婦福祉 ◆母子寡婦福祉
１、母子寡婦福祉資金貸付事業 １、母子寡婦福祉資金貸付事業
○ 貸付件数の推移 ○ 貸付件数の推移

平成9年度末 平成10年度末 平成11年度末 平成9年度末 平成10年度末 平成11年度末

事業開始 0 0 0 事業開始 0 0 0
事業継続 0 0 0 事業継続 0 0 0
住宅 0 0 0 住宅 0 0 0
就職支度 0 0 0 就職支度 0 0 0
技能修得 3 0 1 技能修得 0 0 0
就学 3 3 3 就学 1 1 0
就学支度 3 3 4 就学支度 1 0 0
結婚 0 0 0 結婚 0 0 0
生活 2 1 3 生活 0 0 0
修業 1 1 2 修業 0 0 0
療養 1 0 0 療養 0 0 0

13 件 8 件 13 件 2 件 1 件 0 件

２、児童扶養手当（平成14年度から法定受託事務） ２、児童扶養手当

○ 受給者数推移 ○ 受給者数推移

平成9年度末 平成１０年度末 平成11年度末 平成9年度末 平成１０年度末 平成11年度末

離婚 382 390 401 離婚 38 41 46
父死亡 4 4 3 父死亡 2 2 1
父障害 5 5 4 父障害 0 0 0
父に遺棄された 10 6 2 父に遺棄された 2 2 2
父拘禁 0 1 0 父拘禁 0 0 0
未婚の母 21 28 33 未婚の母 4 4 4
その他 0 0 2 その他 1 1 1
計 422 434 445 計 47 50 54

３、母子家庭等医療費支給制度 ３、母子家庭等医療費支給制度 寡婦医療制度については、宗像市の例により調整する。

○ 認定者数推移 ○ 認定者数推移

平成9年度末 平成10年度末 平成11年度末 平成9年度末 平成10年度末 平成11年度末

認定者数 1,231 1,217 1,238 認定者数 136 138 138
(人） (人）

調    整    内    容

［　様　式　２　］
協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

計 計



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

④児童・母子福祉

◆相談業務 ◆相談業務
１、家庭児童相談室 １、家庭児童相談室

○ 相談件数 ○ 相談件数（北筑前福祉事務所）

延べ件数 延べ件数

構成比 構成比

① 性格・生活習慣（わがまま・甘え･内気） 11 ① 性格・生活習慣（わがまま・甘え･内気） 0 0
② 知能・言語（知恵・言葉のおくれ） 4 ② 知能・言語（知恵・言葉のおくれ） 0 0
③ 学校生活（集団不適応・登校拒否） 19 ③ 学校生活（集団不適応・登校拒否） 0 0
④ 非行（盗み・家出・暴力・虚言） 12 ④ 非行（盗み・家出・暴力・虚言） 1 12
⑤ 家族関係（親子関係・同胞関係） 24 ⑤ 家族関係（親子関係・同胞関係） 0 0
⑥ 環境福祉（放任・養育問題・虐待） 34 ⑥ 環境福祉（放任・養育問題・虐待） 3 13
⑦ 心身障害（知的障害児・肢体不自由） 39 ⑦ 心身障害（知的障害児・肢体不自由） 0 0
⑧ その他（転校・進路・将来のこと） 20 ⑧ その他（転校・進路・将来のこと） 0 0

計 100 ％ 計 4 25 100 ％

調    整    内    容

［　様　式　２　］
協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

14.6
5.3
33.5
29.3

418
151
956
836

2,855163

48

52
12
4.2

342
121

相談種別 相談種別

21
10

0.7
0.4

実件数 延べ件数実件数 延べ件数

家庭児童相談室相談員体制については、新市においても
引き続き実施する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

⑤その他

◆戦没者追悼式 ◆戦没者追悼式

○宗像戦没者追悼式事業 ○戦没者追悼式
　先の大戦にといて尊い犠牲となられた本市関係の殉国の英霊に対し、
追悼の誠を捧げると共に、ご遺族の永い間のご苦労に対し、深い敬意を
表わし市民あげて平和を祈念する。
・主催 宗像市 ・主催 玄海町社会福祉協議会
・開催回数及び月 年1回（9月予定） ・開催回数及び月 ２年1回（9月実施）
・参列者 来賓　　50名 ・参列者 来賓　　30名

遺族　　200名 遺族　　75名
市　　　　10名　　　　　　計260名

・本市関係戦没者 700余柱 ・本町関係戦没者 300余柱

調    整    内    容

［　様　式　２　］
協議項目第24-6号 各種福祉制度の取扱い

　
　　戦没者追悼式については、基本的には宗像市の例によりながら、合併までに調整する。

戦没者追悼式については、基本的には宗像市の例によりながら、
合併までに調整する。


